
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和６年２月２８日  

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決      

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄      

                         委   員  岡 本 満喜子      

 

事故種類 衝突（養殖施設） 

発生日時 令和５年１０月１９日 ２２時０３分ごろ 

発生場所 香川県直島
なおしま

町井
い

島西方沖 

 鞍
くら

掛
かけ

鼻
はな

灯台から真方位２９３°１,１９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.０′ 東経１３４°００.５′） 

事故の概要  プレジャーボート愛
あい

艇
てい

号は、北西進中、養殖施設に衝突した。 

愛艇号は、船尾アウトドライブの脱落等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 愛艇号、５トン未満 

２７１－２９３０６岡山、個人所有 

 ６.９６ｍ（Lr）×２.４５ｍ×１.３３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１１０.３０kＷ、平成８年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６９歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年５月２１日 

免許証交付日 令和元年９月９日 

         （令和６年１０月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船尾アウトドライブが脱落、船首部キールが脱落 

養殖施設 鉄製枠に凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

月入時刻：２０時１０分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的で

令和５年１０月１９日１５時００分ごろ、香川県高松市女
め

木
ぎ

島西方沖

に向け、岡山県玉野市の係留場所を出港した。 

 船長は、井島の東方沖を通って南進中、同島南方沖に前回航行時、

設置されていなかったのり
．．

養殖施設が設置されているのを目視で認

め、同施設の北端から約４００～５００ｍ南方で一旦漂泊してのり
．．

養

殖施設の北端の位置付近を目測でＧＰＳプロッターに登録（以下「本
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件登録地点」という。）した。 

本船は、航行を再開して女木島西方沖で釣りを終え、帰途につい

た。 

 船長は、ふだん、夜間に帰航中、井島南方沖を北進し、同島西方沖

に向ける際、ＧＰＳプロッターに表示される前回航行時の航跡をめど

に左転したのち、玉野市の沿岸付近にあるゴルフ場の明かり（以下

「本件明かり」という。）を船首目標として航行していたが、本件登

録地点が前回航行時の航跡より北側にあったので、同地点を左側に見

て航過した。 

 船長は、操縦席に腰を掛け、約１７ノットの対地速力で、手動操舵

で本件明かりを船首目標として井島西方沖を北西進中、２２時０３分

ごろ突然衝撃を受け、船体が停止した。 

 船長は、周囲を確認して、本船が井島西方沖のはまち
．．．

養殖施設（以

下「本件養殖施設」という。）に衝突したことを知り、航行不能と 

なっていたので、１１８番通報したものの、本船は、船首だけが浮い

た状態で水没した。 

 船長及び同乗者は、本件養殖施設に避難していたところ、来援した

巡視艇に救助され、本船は、翌日船長が手配したマリーナの船によっ

て同マリーナにえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ ＧＰＳプ 

ロッターの表示状況 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.６ｍであった。 

船長は、本件養殖施設の位置をＧＰＳプロッターに登録していた

が、本件明かりを船首目標として航行すれば、これまで乗り揚げたこ

とがなく、障害物はないと思い、本件明かりに意識を向けて航行して

いたので、本件登録地点付近で左転後、ＧＰＳプロッターの画面を確

認していなかった。 

船長は、井島西方沖を航行した経験が多数あり、ふだん、昼間であ

れば本件養殖施設を目視し、同施設から西方に約５０ｍ隔てて航過す

るようにしていた。 

船長は、前年度ののり
．．

養殖施設が設置された期間も、同施設北端を

左側に見て航過したのち左転し、本件明かりを船首目標としていた

が、本事故発生日、同施設北端から離れた場所に漂泊して、本件登録

地点を目測で登録したので、実際の北端の位置と登録した位置とにず
．

れ
．
が生じていたのではないかと本事故後に思った。 

本件養殖施設は、東西約１３０ｍの範囲に６分割されたはまち
．．．

を養

殖する施設で、西端及び東端に光達距離が約３km の点滅灯が設置さ

れていた。 

船長は、夜間、ふだんから本件明かりに意識を向けて北西進する

際、本件養殖施設の点滅灯を見たことがなかったので、本件養殖施設
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に点滅灯が設置されていることを知らなかった。 

船長は、本船のＧＰＳプロッターを本事故の約２年前に新替えし、

同プロッターには本件養殖施設を含む全ての養殖施設の区画が緑色の

線で表示されていたが、取扱説明書を詳しく読んでいなかったので、

同線が養殖施設を表すものであることを知らなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、井島西方沖に向けて北西進中、船長が、本件明かりを船首

目標として航行すれば障害物はないと思い、本件明かりに意識を向け

て航行していたことから、本件養殖施設に衝突したものと考えられ

る。 

 船長は、本件明かりに意識を向けて航行していたことから、ＧＰＳ

プロッターに登録していた本件養殖施設の位置を確認せず、また、本

件養殖施設の点滅灯を見たことがなかったので、本件養殖施設に点滅

灯が設置されていることを知らなかったものと考えられる。 

 船長は、本船のＧＰＳプロッターに表示された緑色の線が、養殖施

設を表すものであることを知らなかったことから、本件養殖施設に気

付かずに航行を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が井島西方沖に向けて北西進中、船長が、本

件明かりを船首目標として航行すれば障害物はないと思い、本件明か

りに意識を向けて航行していたため、本件養殖施設に衝突したものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行予定海域の障害物（養殖施設等）の位置をあらかじ

め調査するとともに、必要に応じてＧＰＳプロッター等に当該位

置を登録しておくこと。 

・船長は、夜間においては、目測に頼らず、ＧＰＳプロッター等の

航海計器を適切に使用し、自船の位置を正しく確認し、また、障

害物の相対位置を確実に把握しながら航行すること。 

・船長は、搭載しているＧＰＳプロッター等の航海計器の取扱いに

慣熟し、安全航行に活用すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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前回航行時の航跡 

本船の推定針路 

事故発生場所 

（令和５年１０月１９日 

 ２２時０３分ごろ発生） 

★ 
鞍掛鼻灯台 
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写真１ 本船 

 

 

写真２ ＧＰＳプロッターの表示状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＧＰＳプロッターメーカー提供 

 

事故発生場所付近 


